
       

 

 

 

 

  

 

 

 第三次産業では、「小売業」及び「社会福祉施設」を中心に労働災害が

増加しており、「転倒」及び腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、

作業行動を起因とする「行動災害」が増加しています。 

 このような状況において、佐賀労働局（局長 重河真弓）では、佐賀第

２合同庁舎において、管内の波及効果が期待されるリーディングカンパニ

ー、地方公共団体、関係団体等を構成員とする「第１回佐賀県小売業＋Safe

協議会」（令和４年９月 21 日）、「第１回佐賀県社会福祉施設＋Safe 協議

会」（令和４年９月 16 日）を開催しました。 

 

  

               労働基準部長による挨拶 

佐賀県小売業＋Safe 協議会 

佐賀県社会福祉施設＋Safe 協議会 

 を開催しました。 

           佐賀労働局労働基準部健康安全課 



 

              労働局職員による説明の様子 

 

 

              協議・意見交換の様子 



 協議会においては、現状の経営課題・労働災害を防止するための課題や

取組み等について協議・意見交換を行い、人材不足により厳しい状況に直

面している実態や企業も労働者も目の前のことに追われている状況など

について意見が交わされました。 

 今後、「佐賀県小売業＋Safe 協議会」、「佐賀県社会福祉施設＋Safe 協議

会」においては、厳しい現状を踏まえた上で、実行可能で有効な対策など

についてさらに協議を行い、佐賀県の小売業・社会福祉施設全体に有効な

労働災害防止の取組みが広がっていくよう目指してまいります。 

                    

（参考） 

SAFEコンソーシアム（全業種）

管内企業と業界関係者（職場を巡るあらゆるステークホルダーを

対象）を構成員とし、意見交換や広報活動等の取組を実施

+Sa fe (SAFE )地方協議会（小売・介護施設）

都道府県労働局が個別に企業の課題発掘・取組実施を支援

+Sa fe (SAFE )育成支援（小売・介護施設）

・協議会構成員の参加
・アワードへの応募

支援を通じて協
議会構成員への
追加を目指す

労働局

労働局

・ 店舗密集型施設における周知啓発

・ 関連団体・機関との連携による効果的な周知啓発

・ 転倒災害を発生させた事業場に対する自主点検の実施要請

その他労働局・監督署における実施事項（継続）
労働局

監督署

＋Safe（SAFE）協議会

労働災害による死傷者数を減少に転じさせることを目標に、

○国民の安全衛生に対する意識啓発による行動変容の促進 ○多店舗展開企業等への自主的な安全衛生活動の普及・定着

を図るため、令和４年度から、労働局ごとに、小売・介護施設（社会福祉施設）の管内のトップ企業を構成員とする「協議会」

を設置し、自治体等関係者の参画も得て自主的な取組を促進。あわせて中規模程度の企業等を対象に課題発掘支援等を行う「育

成支援」も開始。

本 省

加盟団体が連携し、表彰（SAFEアワード）や広報活動の

実施を通じて、目標達成のための国民運動を推進

 



「佐賀県小売業＋Safe 協議会」 

「佐賀県社会福祉施設＋Safe 協議会」への参加企業・団体等（一部） 

 

 

・株式会社 スーパーモリナガ 様（小売業） 

 

・佐賀県 産業労働部 産業人材課 様（小売業） 

 

・社会福祉法人 寿楽園 様（社会福祉施設） 

 

・社会福祉法人 若楠 様（社会福祉施設） 

 

・佐賀県老人福祉施設協議会 様（社会福祉施設） 

 

・佐賀県 健康福祉部 長寿社会課 様（社会福祉施設） 

 

 


